




 住民票コード変更請求書 

使いみち 
富士見市に住民登録をしている方が住民票コードの変更の請

求をするとき 

請求に必要な 

もの 

● 住民票コード変更請求書 

● 住民基本台帳カード（所持しているかた） 

● 運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真つきで

有効期限内の身分証明書や健康保険証等   

請求できる方 

・本人または同一世帯の方 

・本人に頼まれて代理人が請求するときは、委任状及び代理

人の印鑑が必要です。 

※本人を確認する書類をお持ちでない方または代理人が請

求するときは、請求当日の住民票コード変更はできません。

後日、市から送付された「住民票コード変更請求照会書回

答書」と本人確認する氏名、住所、生年月日が確認できる

証明書を持参してください。 

※本人または同一世帯の方に新しい住民票コード通知書を

交付します。 

（申請先） 

申 請 場 所  ：市役所 1階市民課または各出張所 

（受付時間）市役所開庁日 午前９時～午後４時 
提出先 

（受取先） 

交 付（受領）場所：市役所１階市民課のみ 

（交付時間）市役所開庁日 午前９時～午後４時 

手数料 手数料はかかりません。 

記入上の注意 

住民基本台帳カードの提示がない場合は、住民票コードの記

載が必要となります。なお、住民票コードの変更をされます

と住民基本台帳カードは返納となりますので、ご注意くださ

い。 

郵送提出の可否 不可 

問合せ先 市民課市民係 ０４９－２５２－７１１０（直通） 

 

 

 

 


